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 令和 8 年度「文化村クリエイション事業 vol.8」開催運営等業務委託受託事業者 

 募集要項 

 

１．趣旨 

本要項は、令和 8 年度「文化村クリエイション事業 vol.8」開催運営等業務を受託する事業者

を公募型プロポーザル方式により選定するにあたり、その募集手続等必要な事項を定めるものと

する。 

 

２．委託業務の概要  

（１）業務名 

令和 8 年度「文化村クリエイション事業 vol.8」開催運営等業務委託 

 

（２）業務目的 

なら歴史芸術文化村における「アーティストとの交流」の展開に向け、現代美術の公開 

制作や県民との交流、作品展示により、県民が質の高い芸術文化活動に親しむ機会を創 

出し、心豊かな県民生活の実現を図ること。 

 

（３）業務概要 

先進的な取り組みを行うアーティスト（文化村が招へい）による新作クリエイション（創 

作）と発表を軸に、新たな芸術表現やアーティストの思考に触れる場を創出する。 

   また、地域住民をボランティアとして募集し、運営に参画させることで、単なる鑑賞者という 

立場を超え、アートとのより身近で継続的な関わりを促進する。 

① 全体企画・進行管理 

② 滞在制作運営支援 

③ ボランティア運営支援 

④ 関連イベント（アーティストトーク・ワークショップ等）実施 

⑤ チラシ・ポスター制作 

⑥ 記録物制作 

⑦ その他 

①～⑤の部分の共通事項 

※詳細は、別紙「令和 8 年度「文化村クリエイション事業 vol.8」開催運営等業務委託仕様

書」（以下「仕様書」という。）に記載するとおりである。 

                                           

（４）企画提案書等作成に係る経費 

企画提案書等の作成及び提出に要した一切の経費は、提案者の負担とする。 

 

（５）委託料上限額 

６，０００千円（消費税及び地方消費税に相当する額（１０％）を含む。） 
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※ワークショップ及び成果発表展示開催にあたり、文化村が仕様書において指定した会場に 

かかる使用料は、上記委託料に含む。 

 

（６）履行期間 

契約締結日から令和９年２月２８日（日）まで 

 

３．参加資格 

この公募型プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件のすべてを満たす者とする。 

 (１)地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者であること。 

 (２)国税及び地方税を滞納していない者であること。 

 (３)奈良県物品購入等の契約に係る入札参加停止等措置要領による入札参加停止措置を受けていない

者であること。 

(４)民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定による再生手続開始の申立て、会社更生法

（平成１４年法律第１５４号）の規定による更正手続開始の申立て、又は破産法（平成１６年

法律第７５号）の規定による破産手続開始の申立てが行われている者でないこと。 

(５)銀行の取引停止、又は差押えを受けていない者であること。 

(６)役員に法律行為を行う能力を有しない者、破産者で復権を得ない者及び禁固以上の刑に処せら

れ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から２年を経過しない者がいる

法人等（法人格のない団体にあっては代表者が上記要件に該当する団体）でないこと。 

(７)役員等（法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又は営業所の代表者、その他

の団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者、個人にあってはその者及び支配人並び

に支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。）が暴力団員（暴力団員による不当な行為

の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下「暴対法」という。）第２条第６号に規

定する暴力団員をいう。以下同じ。）でないこと。 

(８)暴力団（暴対法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が経営に実

質的に関与していないこと。 

(９)役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的を

もって、暴力団又は暴力団員を利用していないこと。 

(10)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若し

くは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していないこと。 

(11)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。 

(12) 本業務と同種業務を過去５年間（令和３年４月１日～令和８年３月３１日）に受託し、同期

間内に履行を完了した元請実績を有する者であること。 

※同種業務：アーティスト・イン・レジデンス開催運営業務、アートコーディネーター業務 

 

 

４．日程 

   令和８年 ５月１８日 (月）  公告 

５月２２日（金）  質問受付終了（17 時 00 分まで） 
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６月 １ 日（月）  参加表明受付終了（17 時 00 分まで） 

６月 ８ 日（月）  企画提案書等受付終了（17 時 00 分まで） 

６月１２日（金）  受託事業者選定審査会開催予定 

※プレゼンテーションなどを行う場合の詳細については、 

後日提案者に対して通知する 

 

５．手続き等 

（１）担当部署 

〒632-0032 奈良県天理市杣之内町 437-3 

なら歴史芸術文化村 事業推進課 芸術文化係 

電 話 番 号：0743-86-4420 

ファクシミリ：0743-86-4910 

 

（２）質問の受付 

   ○受付期間 令和８年５月１８日（月）から令和８年５月２２日(金)１７時００分まで 

     ○受付方法 質問票（様式７）に質問事項を記載のうえ、ファクシミリで送信すること。 

※送信後、（１）の担当部署まで電話連絡すること。口頭による質問は受け付けない。 

○質 問 先  （１）の担当部署に同じ。 

○回答方法 令和８年５月２７日（水）に「なら歴史芸術文化村」のホームページに公表 

※個別には回答しない。また、質問者名は掲載しない。 

 

（３）参加表明書（様式１）の提出 

○提出期限 令和８年６月１日（月）１７時００分まで 

○提出方法 （１）の担当部署に持参又はファクシミリにて送信すること。 

※ファクシミリにて送付する場合、必ず電話にて送付した旨を連絡すること。 

 

（４）企画提案書等の提出 

○提出期限 令和８年６月８日（月）１７時００分まで 

○提出方法 （１）の担当部署に持参又は郵送（簡易書留等の書留郵便に限る。）すること。 

※持参の場合は、休館日（月曜日、祝日の場合は翌平日）を除く９時００分から 

１７時００分まで(12 時００分から１３時００分までの間は除く。)とする。 

○提 出 物 

   下記のとおり。 

提出物は書類ごとにインデックスを付すなど閲覧性に配慮すること。 

なお、副本５部については、提案者を判読できるような用紙の使用や記載を行わないこと。 

① 参加申込書（様式２） 【原本１部】 

② 事業者概要書（様式３）【原本１部、副本 5 部】 

 会社の概要があれば添付すること。 

③ 誓約書（様式４）【原本１部】 
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④ 業務実施体制（様式５）【原本１部、副本５部】 

⑤ 同種業務等受託実績（様式６）【原本１部、副本 5 部】 

 公告の２応募資格(12)の実績を示す契約書の写しを添付すること。（複数ある場合は、

３点まで記載すること。） 

⑥ 企画提案書（様式任意 サイズはＡ４、カラー可）【原本１部、副本５部】 

企画提案書には、「２.（２）業務目的」や「仕様書」を踏まえ、以下の項目を盛り込む 

こと。 

また、項目ごとにインデックスを付すなど閲覧性に配慮すること。 

ア 業務実施方針 

 ・文化村のコンセプトや活動理念の理解を踏まえた内容を記載すること。 

・本業務の目的や業務内容を踏まえた内容を記載すること。 

イ 実施手順 

「仕様書」に記載の業務内容について、いつまでに何を実施するのかをわかりやすく記

載すること。 

ウ 実施体制 

・本業務を実施するにあたり、想定する実施体制や役割分担、業務を円滑に進めるため 

の進行管理の考え方について記載すること。 

    エ 関連イベントの企画・実施について 

      ・創作経験のない人でも関心を持ち、だれもが気軽に参加できるアーティストトークや

ワークショップ等の企画内容、運営方法等を具体的に提案すること。 

    オ ボランティア活動実施について 

      ・本業務におけるボランティア活動の位置づけを踏まえ、参加者が関わりやすく、活動 

しやすい運営方法や実施に向けた考え方について記載すること。 

 

⑦見積書（様式任意 サイズはＡ４）【原本１部、副本５部】 

・宛名は「なら歴史芸術文化村 村長 平田 千江子」とし、第三者により客観的な判断

が可能な積み上げ方式とすること。 

 

６．受託事業者の選定 

（１）評価方法 

   提出された企画提案書等について、「文化村クリエイション事業」プロポーザル方式受託事業 

者選定審査会（以下「選定審査会」という。）により、別紙「評価基準」に基づき、評価す 

る。 

（２）候補者の特定方法 

①選定審査会において、評価基準の審査項目等について採点を行うものとし、各委員の採点 

結果を合計した点数を提案者の得点とする。最も評価の高い一事業者を最優秀提案者として 

選定するが、その選定にあたっては、審査委員の合計点を集計した総得点が６割以上である 

ことを条件とする。なお、審査は非公開で行う。 

②提出のあった企画提案書等の書類を基に、選定審査会を実施する。 
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③提案者が２者に満たなかった場合においては、全ての審査項目について各委員の評価の合

計点が６割以上であることかつ、審査員の合議により認められたものであることを最優秀提

案者選定の条件とする。 

④選定結果は、企画提案書等を提出した事業者のみに対して書面で通知する。 

（３）事業者との契約 

①上記（１）により最優秀提案者として選定された者が受託事業者の候補者となり、契約締

結の協議を行うことになるが、協議の結果契約締結の合意に達しなかった場合又は最優秀提

案が取消しとなった場合には、その者との契約を行わず、次点の者と協議を行う場合がある。 

②当企画提案書でなされた有効な提案で本県が認めるものについては、必ず実施しなければ

ならない。 

③企画提案書、参加申込書その他に虚偽の記載をした場合は、当該業務の企画提案書等を無効と

し、契約締結後には、契約を解除することがある。 

④契約締結後、契約の相手方が次のいずれかに該当すると認められるときは、契約を解除す

ることがある。また、契約を解除した場合は、損害賠償義務が生じる。 

(ア) 役員等（法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又は営業所の代表者、

その他の団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者、個人にあってはその者及

び支配人並びに支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。）が暴力団員（暴力団

員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下「暴対法」と

いう。）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき。 

(イ) 暴力団（暴対法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が

経営に実質的に関与しているとき。 

(ウ) 役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加え

る目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用しているとき。 

(エ) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直

接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与しているとき。 

(オ) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 

(カ) 本契約に係る下請契約又は資材、原材料の購入契約等の契約（以下「下請契約等」と

いう。）に当たって、その相手方が上記(ア)から(オ)までのいずれかに該当することを

知りながら、当該者と契約を締結したとき。 

(キ) 本契約に係る下請契約等に当たって、上記(ア)から(オ)までのいずれかに該当する者を

その相手方としていた場合（上記(カ)に該当する場合を除く。）において、奈良県が契

約の相手方に対して当該契約の解除を求め、契約の相手方がこれに従わなかったとき。 

(ク) 本契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、

遅滞なくその旨を奈良県に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。 

⑤契約締結にあたり、契約の相手方は契約保証金として契約金額の１００分の１０に相当す 

る額以上の金額を納付しなければならない。 

   なお、奈良県契約規則（昭和３９年５月奈良県規則第１４号）第１９条第 1 項各号のいず 

れかに該当する場合には、契約保証金の全部又は一部を免除する場合がある。 

 （４）その他 
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（３）採択された提案は、本県との協議等により、修正・変更を行う場合がある。 

 

７．その他 

（１）企画提案書等の作成は応募者の費用で行うものとし、提出された書類は返却しない。 

また、提出した企画提案書を本県に無断で他に使用することはできない。 

（２）提出された企画提案書等は、審査作業に必要な範囲において複製を行う場合がある。 

（３）選定結果として企画提案書等を提出した者の名称、審査結果概要等については、公表する場合

がある。 

   また、県民等から情報公開の請求に応じて、奈良県情報公開条例（平成１３年３月３０日奈良

県条例第３８号）に基づき、企画提案書等の開示を行う場合がある。 

（４）選定結果に対しての異議申し立ては受け付けない。 

（５）募集及び契約については、本県の都合により中止することがある。この場合、本県は損害賠償

を行わない。 

（６）委託業務の詳細事項及び業務の進め方等については、本県の指示に従わなければならない。 

（７）委託期間中において、委託業務の中間報告を求めた時は、速やかに報告しなければならない。 


